
滋賀県新商品開発支援事業補助金 

Q＆A 

 

【応募要件について】 

Q．補助対象者となる「中小企業者」の定義は何ですか？ 

A．中小企業等経営強化法第２条第１項に規定する中小企業者です。 

  ※下表、資本金または従業員のいずれかを満たすもの。 

業種分類 資本金 従業員数 

製造業、建設業、運輸業、その他 ３億円以下 300人以下 

ゴム製品製造業（一部除く） ３億円以下 900人以下 

卸売業 １億円以下 100人以下 

小売業 ５千万円以下 50人以下 

サービス業 ５千万円以下 100人以下 

ソフトウェア業、情報処理サービス業 ３億円以下 300人以下 

旅館業 ５千万円以下 200人以下 

 

Q．応募の際、ジェトロ滋賀貿易情報センターへの相談は必須ですか？ 

A．必須にはしておりませんが、事業計画の策定等をご相談されることをお勧め

しております。また、採択後の事業実施にあたっても、ジェトロ滋賀の支援サ

ービスをぜひ積極的にご利用ください。 

 

【補助事業について】 

Q．滋賀県海外市場開拓支援事業補助金および滋賀県海外新商品開発支援事業

補助金は、どちらも申請することが出来ますか？ 

A．いずれかの申請のみ可能です。 

 

Q．海外向け新商品開発・ブランディング事業は、どのような取組が対象にな

りますか？ 



A．海外向けに新たな商品・サービスを開発する取組だけでなく、既存の商品・

サービスを海外仕様に改良する取組や海外向けブランディングの取組も対象

となります。判断に迷う場合は、応募前にお問い合わせください。 

 

（例） 

・海外向けの商品を新たに開発するために、商品を試作する。 

・国内で展開している商品を海外に輸出するため、パッケージデザインを海外向

けにリニューアルする。 

・既にＡ国で展開している商品をＢ国でも展開するため、成分分析を行いＢ国の

食品表示制度に対応する。 等 

 

【補助対象経費について】 

Q．備品購入費・設備導入費・設備投資費は対象になりますか？ 

A．本補助金では、備品購入費・設備導入費・設備投資費は対象となりません。 

 

Q．補助金を活用して生産した商品は販売できますか？ 

A． 販売（テスト販売を除く。）を目的とした商品の生産等に係る経費は補助対

象外です。 

 テスト販売については、試作品等の販売に係る経費で、以下の要件をすべて

満たす場合に限り補助対象とします。なお、テスト販売の実施に伴う収入が発

生した場合には、当該収入を補助事業に要する経費から差し引いて算出しま

す。 

テスト販売：新たに開発を行った試作品等を、展示会等のブースや補助事業

者が所有もしくは自ら借り上げた販売スペース、第三者への委託などを通じ、

限定された期間などで、不特定多数の人に対して実費相当の価格の範囲内で試

験的に販売し、商品やサービスの仕様、顧客の反応等を測定・分析し、試作品

等に改良・修正を加えて本格的な生産・販売活動につなげるための取組 

（補助対象の要件） 

・ テスト販売の期間が概ね３月以内であること。 

・ テスト販売は、同一の場所および趣旨で複数回行わないこと。（ただし、



試作品の改良、販売予定価格の改訂、販売方法の改良等をした場合を除く。） 

・ 通常の販売商品やサービスとテスト販売品等とが区別できるよう、「テス

ト販売価格」などとテスト販売である旨を明記すること。 

・ 消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証す

ることができること。 

 

【補助金額について】 

Q．500千円よりも少ない金額での応募はできますか？ 

A．補助金額の下限額が500千円ですので、応募・交付申請の時点では、補助金

額が500千円以上である必要があります。補助率が２分の１であるため、補助

対象経費としては1,000千円以上である必要があります。 


